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大阪府

１．事業の概要

（１）整備目的 位置図

高港

由良港

湯浅広港

和歌山下津港

和歌山県

奈良県 三
重
県

■日高港においては、現状では原木の輸入に際し、本船の直接寄港ができ
ず他港からの２次輸送を余儀なくされているなど非効率な輸送形態となっ
ている。このため、船舶の大型化に対応した国際物流ターミナルを整備し
物流の効率化を図る 日高港

文里港
新宮港

和歌山県物流の効率化を図る。
■１００ＧＴ～５００ＧＴの船舶を対象として避難泊地を確保し、海難による

損失を減少させる。

（２）事業概要（２）事業概要

道路道路

埠頭用地埠頭用地
岸壁岸壁（（--1212mm））

事業区分 事業期間 事業費

直轄事業

岸壁（-12ｍ） H5～H29 35億円

泊地（ 12 ） H6 H32 99億円 埠頭用地埠頭用地

護岸（防波）護岸（防波）

防波堤防波堤

直轄事業 泊地（-12ｍ） H6～H32 99億円

防波堤等 S60～H20 56億円

計 190億円

補助事業 H5 H17 7億円 防波堤防波堤補助事業 H5～H17 7億円

起債事業 H9～H17 4億円

合 計 S60～H32 201億円

関西電力御坊発電所関西電力御坊発電所

塩屋地区
国際物流ターミナル

泊地（泊地（--1212mm））
（３）全体事業費及び事業期間の変更

■ 泊地（-12m）の浚渫土砂の一部において、受入先となる地元市町側の事
業との受入条件が合わず、有償処分となったことによる浚渫土砂処分費
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直轄事業
補助事業
起債事業

防波堤防波堤の増額。
■ 浚渫土砂の性状について、想定よりも岩の比率が高く、工法の変更が生

じたことによる浚渫工事費の増額及び事業期間の延伸。



再評価の視点 現在の状況 備考

２．再評価の視点

再評価の視点 現在の状況 備考

事業の必要性等に関する視点

１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
前回再評価時点(平成26年12月)
から大きな変化なし

２）事業の整備効果
前回再評価時点(平成26年12月)
から大きな変化なし

Ｂ／Ｃの算定方法に変更がな
い

社会経済情勢等に大きな変化が
前 回

３）事業の投資効果
社会経済情勢等に大きな変化が
ないため算出を省略

全 体 Ｂ／Ｃ ２．０
残事業 Ｂ／Ｃ １．２

４）事業費の変化
前回再評価時点（H26年12月）か
らの事業費の増加が10％以内

）事業費 変
らの事業費の増加が10％以内

事業の進捗の見込みの視点 進捗率(事業費) 約97％
平成29年度末まで投資額：

約195億円
（残事業費：約6億円）（残事業費：約6億円）

コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
前回再評価時点(平成26年12月)
と変化なし
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■事業を取り巻く社会経済状況

２．再評価の視点

近年の日高港における取扱い貨物量及び沖合を航行する船舶数について、前回評価時点からの状況の大きな
変化はみられない。

紀中地域の産業競争力強化に資する木材等の輸送効率化 紀中・紀南地域における製材出荷量 日高港からの木材チップ出荷量紀中地域の産業競争力強化に資する木材等の輸送効率化 紀中・紀南地域における製材出荷量
（m3）

□ 日高港の背後地である和歌山県紀中・紀南地域では、
古くから背後の森林資源を活かした木材・製材業が重
要な基幹産業として発展しており 近年は他港を介した 4,000

5,000

6,000

日高港からの木材チップ出荷量

（ｔ） 推計貨物量：4,050  t/年

100,000

120,000

140,000

要な基幹産業として発展しており、近年は他港を介した
輸入材の利用も図るなど、その出荷量は一定水準で推

移している。

□ また、製紙原料として他県への出荷を行っている木材
チ プの出荷量に いても 原木供給の関連で若干の

1,000

2,000

3,000

,

20,000

40,000

60,000

80,000

※農林水産省「木材需給報告書」をもとに作成

航行船舶の荒天時における海難減少のための避難泊地の確保

チップの出荷量についても、原木供給の関連で若干の
変動はあるものの一定量を保っている。

0
H24 H25 H26 H27 H28

※港湾統計年報をもとに作成

0
H23 H24 H25 H26 H27

□ 日高港沖を航行する船舶のうち、避泊対象となる100-500GTの船舶は約12,000隻/年 航行しており、大きな変化はみられない。
□ 荒天時における和歌山南西沖を航行する船舶の避難に必要な水域が不足しており、現在も年間13回程度の海難事故が発生

している。
□ 日高港沖を含む海域を航行する船舶に対し、同じエリアに存在する由良港とともに荒天時に静穏な避泊場所を確保。□ 日高港沖を含む海域を航行する船舶に対し、同じエリアに存在する由良港とともに荒天時に静穏な避泊場所を確保。

（「港湾投資の評価に関する解説書」より年間荒天日数は8.6回を想定）

クルーズ船寄港によるにぎわいの創出

□ 本タ ミナルが整備されることにより 物流の効率化のみならず 日高港 の大型クル ズ船の寄港が可能となる
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□ 本ターミナルが整備されることにより、物流の効率化のみならず、日高港への大型クルーズ船の寄港が可能となる。
□ 近年、我が国へのクルーズ船の寄港が増加する中、日高港においても大型クルーズ船が寄港している。
□ 地元市町が中心となってクルーズ船の受入拠点としての「みなとオアシス」の設置に向けた取り組みを行っている。



３．事業進捗の見込みの視点

泊地(-12m)以外の施設は概成しており、水深10mで暫定供用している。 残る泊地(-12m)も９４％まで整備が
進んでおり 平成３２年度完成に向け着実な事業進捗を図る進んでおり、平成３２年度完成に向け着実な事業進捗を図る。

事業区分 事業期間 事業費 残事業費

直轄事業 S60～H32 190億円 6億円

補助事業 H5～H17 7億円 完了

臨港道路

埠頭用地
岸壁（-12m）

起債事業 H9～H17 4億円 完了

合計 S60～H32 201億円 6億円
防波堤（B）

防波堤（C） 護岸（防波）

防波堤（A）

泊地（-12m）

防波堤（ ）

関西電力御坊発電所

防波堤（西）
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完了事業
残事業

防波堤（西）



■和歌山県知事

４．関係自治体の意見

平成29年10月19日付県総第10040001号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会に いて（回答）■和歌山県知事

日高港塩屋地区国際物流ターミナル整備事業は、基幹産業の物流コストを削減するための大型船が入港でき
る環境の整備、クルーズ船寄港による賑わいの創出や入港船舶の安全性の向上が期待できる重要な事業であ
ります また 今後発生が予測される東海 東南海 南海３連動地震をはじめとする大規模地震や大型化する台

近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会について（回答）

ります。また、今後発生が予測される東海・東南海・南海３連動地震をはじめとする大規模地震や大型化する台
風等の自然災害に対して地域の防災力強化も図られることから、対応方針（原案）のとおり事業継続が妥当と考
えます。
なお、事業実施にあたっては、より一層のコスト縮減等に努め、一日も早い完成をお願いします。なお、事業実施 あた は、より 層 縮減等 努 、 も早 完成をお願 します。

■御坊市長

（期待する効果）
企業立地、物流等
・御坊市をはじめとする和歌山県紀中地方は、木材・製材業が地場産業として立地しており、現在整備が進
む日高港の早期完成により 木材業をはじめとする地域産業の活性化に資する事を期待していますむ日高港の早期完成により、木材業をはじめとする地域産業の活性化に資する事を期待しています。

・日高港は紀中地方の物流の拠点として期待が寄せられており、さらに近年はクルーズ船の寄港も定着しつ
つあり、物流面は元より港の振興を通じた地域活性化に期待しています。

（市の取り組み）（市の取り組み）
企業立地、物流等
・商工会議所及び地元企業・団体から構成される「日高港振興協会」に御坊市としても積極的に参画し、日高
港の振興事業を推進し、発展に寄与する各種取り組みを推進しています。港 振興事業を推進 、発展 寄与する各種取り組みを推進 ます。

・同協会を通じて、日高港を紀中地方の産業・物流拠点として活用を図るべく、ポートセールスや企業立地促
進への取り組みは元より、近年はクルーズ船誘致への積極的な働きかけを推進しています。
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５．対応方針（原案）

日高港塩屋地区国際物流ターミナル整備事業は、事業の必要性等に関する視

点に変更はなく、事業の進捗の見込みの視点から継続が妥当と判断できる。

引き続き事業を進捗し、早期の供用を目指すことが適切である。

事 業 継 続

7





（別紙）
（再評価）

【河川事業】

紀の川総合水系環境整備事業 事業継続

新宮川総合水系環境整備事業 事業継続

【道路事業】

一般国道４２号田辺西バイパス 事業継続

【港湾事業】

日高港塩屋地区国際物流ターミナル
整備事業

事業継続

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原案）を作
成するためのものです。

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原案）を作
成するためのものです。

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原案）を作
成するためのものです。






